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千葉県海面漁業調整規則 

（体長等の制限） 

第三十七条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる

大きさのも 

 のは、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権又

はこれに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。 

     名称             大きさ  

あさり  殻長 二・七センチメートル以下  

はまぐり（ちようせんはま 

ぐりを除く。）  
殻長 四・五センチメートル以下  

ちようせんはまぐり  殻長 五・〇センチメートル以下  

あわび  殻長 一二・〇センチメートル以下  

とこぶし  殻長 五・五センチメートル以下  

さざえ  殻高 七・〇センチメートル以下  

たいらぎ  殻高 一八・〇センチメートル以下  

みるくい  殻長 九・〇センチメートル以下  

くるまえび  

全長 （眼のつけねから尾端まで）八・〇センチメー

ト 

ル以下  

いせえび  

全長 （眼のつけねから尾端まで）一三・〇センチメ

ー 

トル以下  

うなぎ  全長 二六・〇センチメートル以下  

まるさるぼう  殻長 五・〇センチメートル以下  

ぶり 

（もじやこ）  
全長 一五・〇センチメートル以下  

 

２ 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、これを所持し、

又は販売し 

 てはならない。 

     一部改正〔昭和五二年規則四〇号〕 



（遊漁者等の漁具又は漁法の制限） 

第四十八条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者の

ために従事して水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の

漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。 

一 竿釣及び手釣 

二 たも網及びすくい式さ手網 

三 投網（船を使用しないものに限る。） 

四 貝類徒歩堀（まんが及び貝まきを使用するものを除く。） 

五 も類の徒手採捕 

２ 前項各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕する場合は、正当な

る漁業の操業を妨げないようにしなければならない。 

一部改正〔平成一六年規則一四四号〕 

第四章 罰則 

第五十九条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 第七条、第十五条、第三十四条第一項、第三十六条から第四十五条まで、第四

十六条第一項、第四十七条第一項、又は第四十九条第六項（第四十四条第二項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十四条、第三十二条第一項、第四十六条第三項又は第四十九条第四項（第

四十四条第二項及び第四十九条第八項において準用する場合を含む。）の規定によ

り付けられた制限又は条件に違反した者 

三 第三十二条第一項の規定による操業の停止の命令に違反した者 

四 第三十四条第二項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項、

又は第五十三条の規定による命令に違反した者 

２ 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又

は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、

犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、

その価額を追徴することができる。 

一部改正〔昭和四三年規則一号・五三年七二号・五八年五七号〕 

 


